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「J-FLEC講師」の概要

 J-FLEC講師とは…

J-FLECの講師派遣（出張授業）、セミナー等において講師を担ってい
ただく方です。

 Ｊ-ＦＬＥＣ講師になるには…

J-FLEC認定アドバイザーの認定を受けていただいた後、別途、Ｊ-ＦＬＥ
Ｃ講師の所定の審査を通過いただく必要があります。

 J-FLEC講師になったら…

日本全国の教育現場や企業（職域）等からのご依頼に対応し、金融リテ
ラシー・マップに則って幅広い分野を網羅した「標準講義資料」を使用し
て、講義を行っていただきます。
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【登録要件】

1. 応募時点において満70歳未満のJ-FLEC認定アドバイザーであること

2. 金融リテラシー・マップに係る知識を万遍なく有する、若しくは知識習得に意欲があること

3. J-FLECが行う模擬講義審査（オンライン）の受験が可能であること

4. 自宅又は勤務先においてインターネット（メール送受信等）を使用して、講師派遣業務に係る事前準備（派遣先との講
義内容及び講義資料の調整を含む）が実施できる環境にあること

5. 自宅又は勤務先においてMicrosoft PowerPointを使用できる環境にあり、スライドの並び替えや編集を行うス
キルを有していること

6. J-FLECの依頼に応じ、派遣先企業・学校等（原則、自宅又は勤務先と同一都道府県内）へ出張できること

7. オンライン講義の経験を有している、もしくはオンライン講義の実務習得に意欲があること

8. 中立・公正な観点から、講義・アドバイスできること

9. J-FLECの活動に理解があり、J-FLECの事業方針に賛同し協力できること

【主な禁止行為】

✓ 不確定事項の断定的説明、事実でない情報の提供等による誤解を与えるような行為

✓ 講義において、講師の連絡先等の案内をする行為、商売及びそれに関連する各種業務への勧誘又は宣伝等の行為

✓ 講師派遣業務によって得た情報を外部に漏らしたり、ウェブサイト及びSNS等を利用して発信したりする行為

✓ 講師が自らの業務で用いる名刺、資料、ウェブサイト及びSNS等において、J-FLEC講師の肩書又はその活動等を自
己の業と混同して表示し又はそのような誤認を与える行為及びJ-FLEC講師の品位を損なう表示をする行為

J-FLEC講師の要件
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申込み

書類審査・
模擬講義審査

登 録

✓ J-FLEC認定アドバイザーを対象に「J-FLEC講師」の募集を開始。

✓ 登録希望者は、認定アドバイザー専用ページを通じて登録申請書に必要事項を記入のうえ、
J-FLECに提出。

✓ 提出いただいた登録申請書の内容をJ-FLECにおいて審査。

✓ 並行してオンラインにて模擬講義審査を実施のうえ、後日、J-FLECより結果を通知。

✓ 審査を通過した方は、諸手続きを経たうえで「J-FLEC講師」として登録。

✓ 登録後、適宜、J-FLECより講師派遣実施の打診を行う。

【応募手続き】

 J-FLECは、各講師と業務委託契約を締結。任期は特に設けませんが、原則、満75歳で定年とします。

 J-FLECは、J-FLECの定める基準に則り、講師に対して報酬をお支払いします。

 また、J-FLECは、移動時間を含めた講師派遣の活動中において、講師が急激かつ偶然な外来の事故に
よって負傷した場合に備え、グループ傷害保険に加入しています。

 「J-FLEC講師」の登録にあたっては、J-FLECにおいて書類審査及び標準講義資料を用いた模擬講義
審査（オンライン）を実施します。

「J-FLEC講師」の諸条件、登録手続き

J-FLEC講師になるには、登録要件（前ページ参照）を満たし、かつ所定の登録手続きを経る必要があり
ます。
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 J-FLECでは、日本全国の教育現場や企業（職域）等に対し、「J-FLEC講師」（注）を派遣します。
（注）所定の審査に合格したJ-FLEC認定アドバイザー、または、J-FLECに講師派遣事業を移管した各団体において、これまで講師としての活動実績

等が認められた講師

 講義では、金融リテラシー・マップに則って幅広い分野を横断的に網羅した「標準講義資料」を使ってい
ただきます。「標準講義資料」はパワーポイント形式で提供し、派遣希望先の要望を踏まえ、各講師が講
義しやすいように適宜スライドの並び替え、地域に即した事例の追加、削除等が可能です。

申込み

案件割り振り

講義内容・
資料の調整

講義の実施、
報告書提出

✓ J-FLECホームページにおいて講師派遣を受付。

✓ 派遣希望者は、オンラインフォームを通じて必要事項を記入のうえ、 J-FLECに申込み。

✓ 申込情報をもとに、J-FLECにおいて日程及び講師候補を選定。

✓ J-FLECから講師に対して、派遣の実施について打診。

※派遣希望者から、講師指名のリクエストは承っておりません。

✓ 案件を受諾した講師は、派遣先と講義内容、講義資料の調整を実施。

✓ 調整した結果について、J-FLECに報告。

✓ 当日、講師は講義を実施。
✓ 後日、実施報告書を作成し、J-FLECに提出。
✓ J-FLECは実施報告書の内容を確認し、講師に対して報酬を支払う。

【講師派遣事業の流れ】

講師派遣事業の申込みの流れ
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 これまで各団体（金融広報委員会、日本証券業協会、全国銀行協会など）で異なっていた講義内容につい
て、「金融リテラシー・マップ」をもとに再編し、幅広い分野を横断的に網羅した標準講義資料を作成。

 講義時間・派遣先のニーズなどに応じて、スライドの順番の入れ替えや地域に即した事例の追加等のカス
タマイズ可能。

 テーマ別の詳細コンテンツを活用することにより、多様なニーズに対応可能。

（参考）標準講義資料

テーマ別詳細コンテンツ（例）

公的年金 民間保険（生保・損保）

私的年金
金融トラブル・消費者教育

（学生向け）

iDeCo
金融トラブル・消費者教育

（社会人向け）

NISA 成年後見制度

資産運用 贈与・相続

投資信託 終活

年齢層別

学校向け

  特別支援学校、教員

  向けも別途準備

小学生用（低学年）

小学生用（中学年）

小学生用（高学年）

中学生用

高校生用

大学生用

職域向け

若手社会人用（10～20代）

中堅社会人用（30～40代）

ベテラン社会人用（50代以上）

一般向け シニア層用（60代以上）
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